
資料４－１ 

 

女性議員ネットワーク形成の検討について(報告) 

 

１ 検討開始に至る経緯等 

・  本県議会がリードした全国都道府県議会議長会「多様な人材が輝くための

懇談会」(以下、「懇談会」)の提言に関しては、本年 3 月の代表者会議で共有

し、本県議会としてこの方向で取組を進めることを合意し、全議員に共有し

た後、具体的な取組に着手しています。 

・  このようななか、政府から、懇談会において本県議会から事例紹介し、提

言に盛り込まれた女性議員の交流促進(提言 14 関係)に関する一層の対応要

請があったこと等を踏まえ、本県議会の女性議員 6名と検討を行っています。 

 

２ 政府からの要請内容等 

・  資料４－２のとおり 

 

３ 今後の方向性等 

・  これまで本県議会の女性議員が、必要な都度、実行委員会を立ち上げるな

どし、市町の女性議員と連携したフォーラムの開催等を通じ、女性議員が活

躍しやすい環境の整備促進等に取り組まれてきたところ 

今後、これをより効果的かつ持続的に進めていくために組織化を図る 

 

 

 

＜参考：17の提言に係る本県議会の取組状況(主なもの)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(提言 1 関係：議会も主体となった主権者教育の推進) 

・ 県内教育委員会等に対し、「地方議会が進める主権者教育事例集」(三議長

会作成)を参考にした主権者教育の充実検討を要請 

(提言 5 関係：若者等とのコミュニケーションの充実と議会活動への反映等) 

・  みえ高校生県議会の改善 

(提言 8、10 関係：立候補や議員活動を行いやすい環境整備に関する企業の理解) 

・  県内 4 経済団体に対する要請活動を実施 

(提言 13 関係：ハラスメント防止対策の推進) 

・  ハラスメント防止研修を実施予定(R7.1) 

(提言 14 関係：議員同士の交流推進) 

・  議会改革推進シンポジウムを開催予定(R7.3) 


